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第 29 回米原市都市計画審議会議案 
 

 

番 号 議  案  名 頁 

議第１号 
地区計画の区域内における建築物の制限に係る特例許可に

ついて 
３ 
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議第１号 

 

 

 

地区計画の区域内における建築物の制限に係る特例許可について 

 

 

 

 このことについて、次のとおり米原市長から諮問されましたので、審議願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  平成３０年８月１０日 

 

 

米原市都市計画審議会 

会長 井口 貢 
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地区計画の区域内における建築物の制限に係る特例許可について（諮問） 

 

 

このことについて、米原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例第 14条

第２項の規定に基づき、諮問します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  平成３０年８月１０日 

 

 

米 原 市 長  平 尾 道 雄    
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地区計画の区域内における建築物の制限に係る特例許可について 

 

米原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例第 14条第１項第２号の規定

により申請があった次の建築物の建築を許可することについて、同条第２項の規定に基づ

き、意見を求めます。 

建築主（申請者） 
（住所）             
（氏名）       

敷
地
の

位
置 

地名地番  顔戸字西川       

地区計画の名称  顔戸西川地区地区計画 

建
築
物
の
概
要 

主要用途  自動車車庫 

工事種別  新築 

構造  鉄骨造 

高さ （階数）地上１階  （最高高さ）4.947ｍ 

 申請部分 申請以外の部分 合計 
敷地面積に 

対する割合 

敷地面積 244.77㎡ － ㎡ 244.77㎡  

建築面積 98.42㎡ － ㎡ 98.42㎡ 40.21％ 

延べ面積 98.42㎡ － ㎡ 98.42㎡ 40.21％ 

建築物の数  １  －  １   

 

諮問理由 

当該建築行為は、米原市が実施する（仮称）顔戸長沢線道路改良事業に伴い、申請者が

所有する車庫（顔戸字正光寺     ）を支障移転する必要が生じたことから、申請者

の自宅近くの自己所有地である申請敷地（顔戸字西川     ）に建築するものです。 

申請敷地は、平成 28 年６月 10 日に都市計画決定された顔戸西川地区地区計画の区域内

にあり、同年７月 20日付けで開発許可された分譲宅地内の土地で、従前から申請者が所有

していた土地の代わりに開発事業者から譲り受けられたものです。 

予定建築物である自動車車庫は、当該地区計画の地区整備計画に定められた「建築物の

用途の制限」に適合しませんが、地区計画の方針である良好な低層住宅地の形成に支障が

生じることはないといえることから、条例第 14条第１項第２号の規定により特例許可しよ

うとするものです。 

 

添付図書 

１ 位置図、２ 建築図面（配置図、平面図、立面図）、３ 顔戸西川地区地区計画 計画書 

 



申請敷地

既存車庫

（支障移転）

移転先拡大図

申請敷地

位置図
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第 29 回米原市都市計画審議会協議案件 
 
 

番 号 案  件  名 頁 

１ 彦根長浜都市計画地区計画（原案）について 13 



13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

位置図 

入江丸葭地区 

地区計画 約 0.5ha 

1：25,000 

顔戸西川地区（変更） 

地区計画 約 1.8ha 

第 29 回 米原市都市計画審議会 
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地区計画の原案の概要 

 

１ 入江丸葭地区（米原市入江字丸葭 228番外） 

 

地区の概況 本地区は、ＪＲ米原駅の南西約 0.7㎞に位置し、市街化区域から連担する市街化調

整区域内の既成市街地に隣接し、近くには米原小学校や米原中学校といった教育施設

が立地するなど、居住環境が整った地域にあります。 

本地区を含む周辺地区は、戦中戦後の国営干拓事業により内湖から造成された干拓

地の一部ではありますが、農業振興地域の整備に関する法律に規定する農用地区域外

となっています。 

地区内にある農地は、近年耕作されておらず、有効な土地利用が期待されるととも

に、不良な宅地が形成されないよう、適切な規制・誘導が求められています。 

 

地区計画の 

目標等 

本地区計画では、周辺の田園風景や自然環境と調和した良質な宅地を供給すること

によって、無秩序な開発を防止するとともに、若者世帯の定住に寄与する優良な住宅

地を形成することを目標とします。 

周辺の田園風景や自然環境との調和を図りつつ、優良な低層住宅地としての土地利

用を行い、その維持保全を図ります。 

 

開発計画 分譲宅地（17区画） 

 

 

 

２ 顔戸西川地区（米原市顔戸字西川 1128番外） 

 

地区の概況 当該地区は、ＪＲ坂田駅から東に約 1.6㎞、近江公民館の南側に位置し、顔戸区の

既存集落とそこに隣接する農地からなる地区です。 

本区の既存集落内には、建築基準法の道路に接していないため建替えが困難な宅

地、あるいは、狭隘な既存道路のため車での乗入れが困難であったり、災害時に緊急

車両が入らないといった宅地が多く存在し、居住環境や防災面で問題を抱えていま

す。また近年、空家が目立ちつつあり、既存集落のコミュニティ維持の観点から、若

者層の世帯の分化に伴う自己用住宅建築のための住宅地の確保が地域の課題となっ

ています。 

 

地区計画の 

目標等 

本地区計画では、無秩序な開発を防止し、優良な宅地を供給し、世帯の分化やＵタ

ーン、Ｉターンの受皿となることによって、若者層の集落への定住化を促進し、既存

集落のコミュニティの維持に寄与することを目標とします。 

既決定地区の区域を拡大し、新たに整備される市道顔戸長沢線に接する区域とする

ことで、既存集落を含む地区内の住環境の向上を図ります。 

 

開発計画 分譲宅地（12区画） 

 

 

米
原
市
都
市
計
画
審
議
会
資
料



17 

地区計画の策定の経緯と予定 

 

１ 経緯 

事  項 入江丸葭地区 顔戸西川地区 

 

・地区計画制度を活用した開発事前相談 

 

・地区計画申出事前相談願 

 

・地区計画等の案等に関する申出に係る 

 土地利用事前審査願 

 

・地区計画等の案等に関する申出書 

 

 

平成 29年３月 

 

平成 29年６月 23日 

 

平成 29年 11月 28日 

 

 

平成 30年７月 27日 

 

 

平成 28年 12月 

 

平成 29年 10月 31日 

 

平成 30年４月 13日 

 

 

平成 30年８月（予定） 

 

 

２ 今後の予定 

事  項 入江丸葭地区 顔戸西川地区 

 

・米原市都市計画審議会 

 

・地区計画の原案の縦覧 

（法第 16条第２項（市条例第２条）） 

 

・滋賀県知事事前協議 

 

・地区計画の案の縦覧（法第 17条第１項） 

 

・米原市都市計画審議会（法第 19条第１項） 

 

・滋賀県知事協議（法第 19条第３項） 

 

・地区計画決定告示（法第 20条第１項） 

 

 

平成 30年８月 10日 

 

平成 30年９月上旬から 15日間（予定） 

（利害関係人全員の同意がない場合に限る。） 

 

平成 30年９月上旬（予定） 

 

平成 30年 10月中旬から 15日間（予定） 

 

平成 30年 11月上旬（予定） 

 

平成 30年 11月中旬（予定） 

 

平成 30年 12月中旬（予定） 
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第 29 回米原市都市計画審議会報告案件 
 
 

番 号 案  件  名 頁 

１ 都市計画道路の見直しについて 19 

 
 



第29回米原市都市計画審議会

報告案件

都市計画道路とは・・・
〇都市計画法第第11条第１項第１号に規定する都市計画に定めることができる都市施設
○都市の将来像を誘導し、円滑な交通環境と良好な都市環境を形成するために決定される。

本市の都市計画道路の多くが人口増加期の昭和30年代から50年代前半までに計画が決定

◎ニーズに応じた質の高い道路整備を効果的かつ効率的に進めていくには・・・

見直しの方向性やルール等を定める指針を策定

全体的な長期未着手の都市計画道路の見直し

人口減少

環境型社会への転換 都市防災への対応

ライフスタイルの変化土地利用の変化

複数の未着手路線 区域内では建築制限整備方針が不透明

本市の将来像を見据えた都市計画道路網の在り方を再構築

路線ごとの方針を定める見直し方針を策定

廃止 存続

各種データ

・調査から

路線ごとに

検証
※ただし、法的実効性が担保されるには、都市計画審議会への付議など、都市計画
法に基づく手続が必要となるため、今後、方針に基づき都市計画変更を行う。
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平成30年度 平成31年度

評価カルテ

費用対効果による
妥当性の検証

見直し後の影響、
対応策の検討

社会･経済状況の把握

上位･関連計画の整理

全体道路網との整合

未整備路線実態把握

地元合意の可能性

事業費用の試算

代替路線の有無

地形等の自然条件

道路網整備計画
との調整

まちづくりへの影響

優先順位の検討実現性の検討

指標視点 手順目標 評価項目

米原市都市計画道路見直し指針の策定

必要性の検討

既存道路の活用 沿道土地利用誘導 歴史･文化の活用

地域的・個別的な検討

防災・環境・収容
機能の検討

◎業務期間
平成30年度から平成31年度まで

現状と課題整理

交
通
量
調
査

米原市都市計画道路見直し方針の策定

見直し対象路線の個別評価・検証

見直し対象路線の抽出

将来交通量推計

平成31年度以降
都市計画法に基づく変更手続

公聴会・住民説明会（都市計画法第16条）

都市計画変更（案）の縦覧（都市計画法第17条）
米原市都市計画審議会への付議（都市計画法第19条）
県協議（都市計画法第19条）
都市計画の変更決定【告示】（都市計画法第20条）

◎業務概要

①都市計画道路見直し指針の策定
②都市計画道路見直し方針の策定

パブリックコメント

部長会議 都市計画審議会

学識経験者（教授等）
公安委員会（米原警察署）
県職員（長浜土木事務所）
市職員（土木部）
そのほか市長が認める者

協
議

滋賀県都市計画課

滋賀県公安委員会

市民 （関係各課）

建設課（道路）
地域協働課（交通）
防災危機管理課（防災）
農政課（農地） など

【事務局】
土木部都市計画課

意見(答申)

提案(諮問)滋賀県長浜土木事務所

米原市都市計画道路
見直し方針策定

協議

協議

報
告

意
見

米原市都市計画道路
見直し方針策定委員会
※付属機関設置条例に基づく７人以内

米原市都市計画道路
見直し方針策定委員会
※付属機関設置条例に基づく７人以内庁内検討会議庁内検討会議

※方針策定後、個別路線の
都市計画変更に係る審議
をいただきます。

.改良済.

道路用地が計画どおり確保されており、
一般交通の用に供している道路延長

.概成済.

路線として、都市計画道路と同程度の
機能を果たしうる現道（概ね計画幅員
の２/３以上または４車線以上の幅員
を要する道路）を有する区間で、その
現道に対応する都市計画道路延長

.計画.

都市計画決定された道路延長
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